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１【提出理由】

　2026年6月26日開催の当社第21回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5

第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであ

ります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2026年6月26日

 

(2）当該決議事項の内容

第1号議案　資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の件

1．資本金及び資本準備金の額の減少の内容

　会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、以下のとおり資本金及び資本準備金の額を減少し、これ

らをその他資本剰余金に振り替えるものです。

(1）減少する資本金及び資本準備金の額

　　資本金の額2,032,697,204円のうち、1,952,697,204円

　　資本準備金の額　4,499,149,263円のうち、513,718,830円

(2）増加するその他資本剰余金の額

　　その他資本剰余金2,466,416,034円

　なお、上記各金額は、2026年3月31日現在の資本金及び資本準備金の額を基礎として算定したものであり、同日

後に新株予約権の行使等により資本金又は資本準備金の額が増加した場合であっても、当該増加額は本件減少額に

含まれません。

 

2．剰余金の処分の内容

　会社法第452条の規定に基づき、上記の資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、以下のとおりそ

の他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損填補に充当いたします。これにより、振替後の繰越利

益剰余金の額は0円となります。

(1）減少する剰余金の項目及びその額

　　その他資本剰余金2,466,416,034円

(2）増加する剰余金の項目及びその額

　　繰越利益剰余金2,466,416,034円

 

3．資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分が効力を生ずる日

　2026年8月11日（予定）

 

第2号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

　吉武益広、藤本裕、山本寛及び上原祐香を取締役に選任するものであります。

 

第3号議案　取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための

報酬決定の件

　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額は、2023年9月11日開催の臨時株主総会におい

て年額300百万円以内とご承認いただいておりますが、今般、当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取

締役を除く。以下「対象取締役」といいます。）に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与す

るとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠の範囲内で、

対象取締役に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果及び賛
成割合（％）

第1号議案 137,396 1,292 － （注）1 可決　99.05

第2号議案      

吉武　益広 136,211 2,478 － （注）2 可決　98.20

藤本　裕 137,265 1,424 －  可決　98.96

山本　寛 137,090 1,599 －  可決　98.83

上原　祐香 137,160 1,529 －  可決　98.88

第3号議案 133,596 5,093 － （注）1 可決　96.31

（注）1．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に

より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主

のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以　上

 

EDINET提出書類

ジェイファーマ株式会社(E41488)

臨時報告書

3/3


	表紙
	本文
	１提出理由
	２報告内容

